
 

 

 

 

○放課後等デイサービス利用開始までのステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名 目的 対象 利用日 

放課後等デイサービス 

(障害児通所支援) 

生活能力向上のための訓練、

社会との交流促進等 

「学び・療育」の場 

６～18歳 放課後又は学校休業日 

【ステップ➀】

施設を探して

見学 

 

・学区内放課後等デイサービス一覧(参考)  

・放課後等デイサービスを提供している施設へ直接連絡して見

学の予約を取り、後日見学へ行きます(曜日の空き状況、送迎

の有無も確認できるとよいです)。 

 

【ステップ➁】

市役所窓口で

申請 

 

・利用したい施設が決まったら、お住いの地域の役所(障がい福

祉課など)の窓口に行きます。 

・「A施設の放課後等デイサービスを利用したいです。」と伝え

ます。 

・聞き取り調査(児童生徒の今の様子や月に何回利用したいか)

があります。 

【ステップ➂】

サービス等利用

計画案を作成、

提出 

 

・サービス等利用計画案(どの福祉サービスをいつ、どのくらい利

用するかをまとめたもの)を作成します。 

・指定相談支援事業所の計画相談員に依頼するか(無料)セルフプ

ラン(保護者が作成)を選びます。 

・学区内障害児対応相談支援事業所一覧(参考) 

 

 

【ステップ➃】 

受給者証の発行、 

施設と契約 

 

・審査を経て、決定された利用日数(支給量)が記載された受給者証

が届きます。 

・申請から受給者証の発行までは約１～２か月程度かかります。 

・利用したい施設へ受給者証を持参し、正式に契約をしてから利用

開始です。 

 

 

Q：障害者手帳がないと放課後等デイサービスは利用できませんか？ 

A：障害者手帳がなくても医師の診断書や意見書等により「支援が必要」と認められれば受給者証(障害児通所 

受給者証)が発行されて、放課後等デイサービスの利用は可能となります。 

 

 

 

Q：放課後等デイサービスの併用はできますか？  

A：支給量の範囲内であれば、月曜日は A施設、水曜日は B施設といった併用も可能です。 

 

 

○よくあるご質問 


